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広陵町審議会等への女性委員の登用推進要綱

（目的）

第１条 この要綱は、広陵町男女共同参画行動計画（以下「計画」

という。）に基づき、町政に重要な役割を果たす審議会等に女性

委員を積極的に登用し、政策・方針決定の場における女性の参画

を推進することを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において「審議会等」とは、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１８０条の５に規定する行政委員会及び同

法第２０２条の３に規定する附属機関をいう。

（目標）

第３条 この要綱における具体的な目標は、次のとおりとする。

(1) 各審議会等において、当該委員の男女のいずれか一方の数が

総数の１０分の２未満にならないこと。

(2) 計画の後期計画５年（以下「後期計画」という。）の終了年

度である令和９年度までに、前号の規定を満たした審議会等の

割合を５０パーセント以上にすること。

(3) 後期計画の終了年度である令和９年度までに、女性委員が不

在の審議会等を解消すること。

(4) 後期計画の終了年度である令和９年度までに、女性委員の登

用率を４０パーセント以上にすること。

（事前協議）

第４条 審議会等の所管課（かい）長は、審議会等の委員の登用に

当たって、各委員候補者の打診及び各種団体等への推薦依頼を行



う前に、男女共同参画主管課と審議会等委員に関する事前協議書

（別記様式）により協議するものとする。

（女性委員登用の推進方針）

第５条 審議会等を所管する所属長は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める事項を配慮し、審議会等への女性委

員の積極的な登用に努めるものとする。

(1) 任意による登用の場合

ア 学識経験者の委員については、肩書きにとらわれることな

く、積極的に女性の登用に努めること。

イ 各種団体の代表委員については、団体の長等の役職に限定

することなく、幅広く当該団体の構成員の中から女性の登用

に努めること。

(2) 推薦に基づく登用の場合

ア 団体推薦の選出を依頼するときは、幅広く当該団体の構成

員の中から推薦するなど、女性の登用に対する配慮を行う旨

を書面に加えること。

イ 推薦を依頼する団体に、女性の構成人数が多い団体を新た

に加えるよう努めること。

(3) 充て職による登用の場合

法令で充て職が指定されている場合を除き、要綱等で充て職

としている場合は、見直し及び改正を行うよう努めること。

（登用状況の調査及び報告）

第６条 男女共同参画主管課は、必要に応じて審議会等への女性委

員の登用状況を調査し、広陵町男女共同参画審議会に報告するも

のとする。

（公表）

第７条 前条に規定する審議会等への女性委員の登用状況は、公表



するものとする。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定め

る。

附 則

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、告示の日から施行し、令和５年４月１日から適用す

る。


